
【 圧力測定の見直しへの対応 】

経済産業大臣が指定する場所における圧力測定の廃止

旭川ガス株式会社
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①大臣指定場所の圧力測定状況

1995年設置
愛知時計電機製
自記圧力計

拠点 供給エリア メーター取付数（2024年度末） 大臣指定場所数

旭川ガス本社 旭川市・東神楽町 100,918 12

江別支社 江別市 23,952 6

2009年
愛知時計電機製

デジタル自記圧力計設置

5箇所は自記圧計を継続

2010年～
地区ガバナ遠隔監視（第二世代）設置
に合わせ監視端末を一本化（OGEシス
テム）ガバナ側通信はFOMA波使用

通信はPHS波使用
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②圧力測定廃止に至る背景

➤2019年4月 PHS機器向けサービスも2023年3月末で終了が発表される

➤2021年2月 産業保安基本制度小委員会が設置される
・目的：産業保安を取り巻く環境変化への対応
・都市ガス保安の現状と今後の課題・要望を日本ガス協会より説明⇒審議
・【圧力測定の見直し】導管網解析技術等を活用した圧力監視の活用

➤現状の導管網解析管理において大臣指定場所での測定値をすべて活用して
いるわけではない

➤引き続き大臣指定場所の測定が必要であれば、2023年4月以降はLTE通信が
必要となる

➤PHSサービス終了が先か圧力測定の見直し改正が先かが課題
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➤圧力測定の見直し改正後は大臣指定場所での測定値の活用性は低く、新たに
LTE化するには費用がかかる（13箇所・約400万円）

➤圧力測定の見直し改正がPHSサービス終了以前であれば、改正後に圧力測定廃
止とすれば良い

➤圧力測定の見直し改正がPHSサービス終了以降となれば、【別方法】で圧力測
定を継続しなければならない
※【別方法】：通信は不可となり常時監視状態にはないが、各大臣指定場所に
はICデータが蓄積されており定期回収によりグラフ化保存できる（常時測定
状態にある）

③圧力測定廃止の判断ポイント



6

➤2022年3月、PHSサービス終了まで約1年となり判断が必要な時期となった
圧力測定の見直し改正はPHSサービス終了以降と仮定し、保安監督部保安課様
へ【別方法】による測定で問題ないかの事前確認をさせていただき、問題なし
との回答を受けた

➤圧力測定の見直し改定まで【別方法】にて測定を継続とし、改正時期と導管解
析精度の検証方法に注視していく事とした

③圧力測定廃止の判断ポイント
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④圧力測定廃止に向けた準備及び実施

➤2024年3月11日施行 ガス事業法施工規則第７８条及び、2024年3月13日改訂JGA
本支管指針（維持管理編）に基づき旭川ガスとしては以下の様な結論に至った

■判断基準
・これまでの需要ピーク時期の実測値と導管網解析値における比較・検証は適正か
・両者の整合性は、十分なデータ蓄積と検証実績があるか
・導管網解析ソフトウェアが、事業法で示される圧力測定に代えられる電子計算機と
して満たされているか

・その結果、解析精度は適切であると判断できる水準に達しているか
■評価
・以上の内容を精査し今後の運用においても、必要な圧力管理・評価体制を維持する
ことで安全性を確保できるものと評価した ただし、指針に記載された導管網解析
の精度確保のためマニュアルの作成が必要であると認識した

■結論
・大臣指定場所の圧力測定廃止を実施可能と判断
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➤2024年4月より実施開始

・JGA『本支管指針（維持管理編）』7.2.2 導管網解析による方法【解説】
（2）に記載のある、導管網形成や供給検討等の業務で既に導管網解析を使用
している事業者では、事業者の運用状況に合わせ(1)の留意点をマニュアルに
定め運用することで、導管網解析の精度を確保するとある事からマニュアル
作成に着手した

・マニュアル完成に合わせ2024年3月31日で測定を廃止した

・設備撤去は、社内の工事進捗や優先度を踏まえて計画に組み込み、実施する
方針としている

④圧力測定廃止に向けた準備及び実施
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⑤設備撤去の検討

➤設備があることで他工事折損、車両事故等のリスク回避のため

➤除雪による損傷（過去数件発生あり）リスクの回避のため
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⑥設備撤去の良否について

➤施行規則及びJGA指針には測定することを要しないとあるものの、設備
撤去の良否については記載がない為、保安監督部保安課への問合せによ
り以下の回答をいただいた

・設備撤去については法改正がされたことで実施して問題はない

・現状では大臣指定場所の変更申請はあるが、撤去申請方法はないことか
ら届出は必要ない
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⑦課題と展望

➤導管網解析精度向上へのスマートメーターの活用

・現在は需要ピーク時に導管上のバルブ放散管や圧力測定孔に自記圧力計（24時
間）を設置し最低圧力を実測 ※昨今は気温変動も激しく、設置日＝ピーク時
の推定が困難であり、正確なデータ蓄積の為には課題がある

・スマートメーター活用により、圧力測定のための現地での自記圧力計設置の手間
がなくなり、圧力値・流量を任意のタイミングで取得可能となり精度の高いデー
タにより導管網解析精度も向上する

・スマートメーター活用により、広範囲で面的な把握が可能となり監視精度向上か
ら圧力低下地区への効率的な工事・導管網形成に繋がる
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１．はじめに

大臣指定場所における圧力の測定を省略する場合は、以下の作業や確認が必要である

① 導管網解析により圧力の確認を実施しなければならない

② 使用するソフトウェアが本支管指針（維持管理編）付録15.導管網解析に使用するソ
フトウェアの仕様とその確認方法の例に適合すること

③ 導管網解析に影響を与える工事後には、工事時に作成する出来型等の情報を用い、解
析モデルの導管情報を更新すること

④ 導管網解析に影響を与える新規需要の発生等の負荷変動の後には、解析モデルの負荷
情報を更新すること

⑧参考資料【マニュアル策定】 2024年４月
『本支管指針（維持管理編）』7.2.2 導管網解析による方法より引用し作成
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⑤ 需要ピーク時期における圧力測定結果と圧力測定時の導管情報及び負荷情報を
反映した解析モデルにおける導管網解析結果を複数年にわたり比較し、必要に
応じて解析モデルを更新すること

⑥ 需要ピーク時期における圧力測定結果と導管網解析結果の比較を保存すること

⑦ 圧力測定と導管網解析の比較した結果を十分に考慮し、圧力改善計画を検討す
ること
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2．導管網解析ソフトウェアの確認

当社で利用する導管網解析ソフトウェアが、事業法で示される圧力測定に代えられる電子
計算機として満たされるか否かの確認を行うこと。確認は『本支管指針（維持管理編）』
付録15.導管網解析に使用するソフトウェアの仕様とその確認方法の例より確認する。

本支管指針（設計編）に記載の供給能力の算定によるネット図の整合性確認を行
い資料化しました。
まずは、当社で採用している導管網解析ソフト（WinNAP）にて指針に示されてい
るハーディ・クロス法による導管網解析より引用した導管網モデルにて整合性の
確認を行った。
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WinNAPにて行ったモデル解析で、各接点の流量公式の計算に基づく到達圧と、
解析ソフトの到達圧の誤差はいずれも0.01㎪以下であったため、本解析ソフトは
導管網解析ソフトとして十分に信頼が得られるものであると判断しました。

表1：計算差圧と解析差圧
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3．導管網解析図の維持

導管網解析図は年度末にMapシステムの導管情報がすべて更新された状態で情報を抜き取
り、毎年2月のガス料金データより建物ごとの負荷を算出したものと合致させ作成する。そ
の後、導管網解析に影響を与える全ての工事については、工事発注決定時に解析図に反映さ
せる。この反映登録は随時行い解析図の精度維持を図る。

4．需要ピーク時期における圧力測定方法

需要ピーク時期における圧力測定は、1月～2月頃のガスの需要が最大になる厳寒期に行
うこと。測定は一日測定可能な自記圧力計を使用し、本管又は支管に設置されているバルブ
ボックス内にある放散管に設置し測定する。
測定した結果と解析計算値を比較して、圧力に大きな乖離が無いことを確認すること。

測定エリアは解析値（圧力解析ソフトを利用し算出されたものを解析値とする）が低いエ
リアや、導管網に大きく変化の有ったエリア、新規に大口需要家が付いたエリア等を設定し
解析結果の精度向上に努める。
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5．圧力測定結果と解析結果の比較と保存

圧力測定結果は取り付けた自記圧計の記録における最低値を読み取り実測値とする。
解析値は、実測値が記録された時間帯の工場送出量を確認し、係数を乗じて整合をとる。
圧力測定した箇所の実測値と解析値を比較表として整理し、値に大きな差が生じたと

ころについては原因を究明する。

保存するデータは、①実測値と解析値の比較表 ②解析計算画面（バルブ番号と実測
値と解析値が分かるもの） ③自記圧計記録紙 とし紙媒体、あるいは電磁的方法によ
り3年間保存する
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【実績値と解析値の比較表】



ご清聴ありがとうございました
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